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医療法人徳洲会 

近江草津徳洲会訪問看護ステーション 

 



指定訪問看護・指定介護予防訪問看護 重要事項説明書 

 

この「重要事項説明書」は、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護サービス提供の契約

締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 指定訪問看護・介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について 

 

２ 利用者への訪問看護提供を実施する事業所   

(１)事業所の名称等 

事業所名称 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会訪問看護ステーション 

指定事業所番号 2560690121 

事業所所在地 滋賀県草津市東矢倉３丁目３４番５２号 

連絡先 電話 ０７７－５１６－２７６３  ＦＡＸ ０７７－５６２－５４０９ 

相談担当者 管理者  林 美保(看護師) 

通常の事業の実施地域 

小学校校区 

草津市全域、栗東市（金勝、葉山、葉山東を除く）、大津市｛瀬田（瀬田、瀬

田東、瀬田北、瀬田南）青山（桐生を除く）｝ 

その他でも相談に応じます 

 

(２)事業の目的及び運営方針 

事業の目的 疾病や負傷等により、家庭において寝たきりか寝たきりに準ずる状態及び介護予防状態にあり、

かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた者（居宅において継続して療養を受ける必要があ

るとかかりつけの医師が認めた者）に対し、看護師等が訪問して、看護サービスを提供する。

この事業は健康保険法・介護保険法の基本理念に基づき、利用者の心身の特性を踏まえて、生

活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、在宅

医療を推進し、快適な在宅医療が継続できるように支援することを目的とする。 

運営方針 ①利用者の心身機能の維持回復を図る 

②利用者またはその家族に対する療養上の世話・指導または説明を行う 

③適切な看護技術の提供 

④市町村、その他への事業所との連携に努める 

 

 

 

事業者名称 医療法人 徳洲会 

代表者氏名 理事長  東上 震一 

本社所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目３番１－１２００号 

連絡先 電話 ０６－６３４６－２８８８  ＦＡＸ ０６－６３４６－２８８９ 



(３)事業所の職員体制及び職務内容 

職員体制 資格 常勤 非常勤 計 業務内容 

管理者 看護師 1 名  1 名 職員の管理及び適切な事業の運営 

訪問看護提供者 看護師 1 名  1 名 訪問看護の提供(管理者と兼務) 

 看護師 3 名 0 名 3 名 訪問看護の提供 

訪問リハビリ提供者 理学療法士  3 名 3 名 訪問リハビリ提供 

訪問リハビリ提供者 作業療法士  1 名 1 名 訪問リハビリ提供 

事務職員   1 名 1 名 運営に関する財務・統計等事務全般 

                                 令和 8 年 4 月 1日現在 

(４)営業日および営業時間 

営業日：月曜日～金曜日  ただし祝祭日・年末年始(１２月３１日～１月３日)は除く 

営業時間：８：３０～１７：００ 

 

３ サービスの内容について 

（１）看護計画 

事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、「訪問看護指示書」「居宅サ－ビ

ス計画」に沿って「訪問看護計画」を作成します。 

「訪問看護計画」は利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサ－ビスの内容又

は介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の計画を作成し、

それをもって訪問看護の内容とします。 

 

（２）サービス内容 

○健康状態の観察と助言     ・健康のチェックと助言（血圧、体温、呼吸、脈拍） 

・特別な病状の観察と助言    ・心の健康チェックと助言（生きがい、隣人とのつながりなど） 

 

○日常生活の看護 

・清潔、食生活、排泄のケア    ・療養環境の整備   ・寝たきり予防のためのケア   

 

○在宅リハビリテーション看護 

・体位交換、関節などの運動や動かし方の指導       ・生活の自立・社会復帰への支援 

・日常生活動作訓練（食事、排泄、移動、入浴、歩行ほか） ・外出・レクリエーションの支援 

（理学療法士等による（介護予防）訪問看護は 看護業務の一環として行われるリハビリテーション

を中心としたものであるため、より専門性の高い有資格者のリハビリテーション職員（理学療法士

等）が看護職員の代わりにサービスを行います） 

 

○心理的な看護 

・不安な精神、心理状態のケア   ・生活リズムの調整    

 



○認知症の看護 

・認知症状に対する看護・介護相談 ・生活リズムの調整  ・服薬管理 

・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの援助         ・事故防止のケア 

 

○医療処置に関わる指導・援助 

・病気への看護と療養生活の相談  ・床ずれ、その他創部の処置 

・医療機器や器具使用者のケア   ・服薬指導、服薬管理、服薬状況（残薬の状況を含む） 

・その他、主治医の指示による処置 

 

○療養環境改善のアドバイス 

・住宅改修の相談         ・療養環境の整備     ・福祉用具導入のアドバイス 

 

○介護者の相談 

・介護負担に関する相談      ・健康管理、日常生活に関する相談 

・精神的支援           ・患者会、家族会、相談窓口の紹介 

 

○在宅ケアサービス（社会資源）の使い方相談 

・自治体の在宅サービスや保健、福祉サービス紹介 

・各種サービス提供機関との連絡、調整 

 

〇終末期の看護 

・痛みのコントロール         ・療養生活の援助     ・療養環境の調整          

・看取りの体制への相談、アドバイス  ・本人、家族の精神的支援 

 

４ 基本利用料その他の費用   

別紙参照（介護保険料金表 有償サービス料金表） 

 

５ 請求及び支払い方法について 

 利用料金のお支払い方法 

（１） 提供するサービスの利用料・利用者負担額を１ヶ月ごとに計算しご請求します。 

（２） 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付し、利用者に送付します。 

（３） 利用者は、当月の料金の合計額を翌月２７日までに、口座自動引き落としの方法で支払いま

す。 

（４） 事業者は、利用者からの料金の支払いを受けたときは、利用者に対して領収書を発行します。 

 

 

 

 



６ サービス提供の記録 

（１）事業所は、訪問看護の提供に関する記録をつけることとし、これをこの契約終了後５年間は 

保管します。 

（２）利用者は、事業所の営業時間内に事業所内において、当該利用者に関するサ－ビス実施記録

を閲覧できます。 

（３）利用者は、当該利用者に関するサ－ビス実施記録の写しを希望する場合、交付を受けること

ができます。 

 

７ 緊急時の対応方法について 

  サービス提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他緊急事態が発生したときは、必要に

応じて看護師として実施可能な応急手当を行うとともに、速やかに主治医へ連絡を行い、指示を求

める等の措置を講じます。 

 

８ 身分証携行義務 

   訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求

められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

９ 事故発生時の対応方法について 

事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに利

用者の家族、市町村、滋賀県、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。 

また、事業者の責めに帰する事由により、利用者または利用者の家族の生命・身体・財産に損害が

発生した場合は、その責任の範囲において速やかに利用者に対して損害を賠償します。 

 

１０ 虐待の防止について 

      事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じま

す。 

（１）虐待に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者   林 美保 

（２）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業

者に周知徹底を図ります。 

（３）虐待の防止のための指針を整備し、虐待防止の基本的な考え方、事業所内の組織、研修に関する基

本方針、万が一虐待が発生した場合の対処方法などを明確にします。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）従業者に対し、虐待の防止のための研修を実施しています。 

（６）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護するもの）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

（７）成年後見制度の利用を支援します。 



１１ 身体的拘束の禁止について 

（１） サービスの提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２） 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

（３） 身体的拘束等を行う場合には事前に利用者または家族等に身体的拘束等の様態等を説明します。

やむを得ない事情により事前に説明を行わなかった場合には、身体的拘束等を行った後速やかに

利用者またはその家族等に説明します。 

 

１２ 秘密の保持と個人情報の保護について  別紙参照    

（１）事業者は、個人情報保護法及び利用者の個人情報について厚生労働省が策定した「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱い

に努めるものとする。 

（２）事業者が得た個人情報については介護サービス提供以外の目的では原則的に使用しないもの 

とし、外部への情報提供については必要に応じ、利用者または代理人の了解を得るものとす

る。 

 

１３ 居宅介護（介護予防）支援事業者等との連携 

（１） 指定訪問看護等の提供にあたり、各医療機関、居宅介護支援事業所及び保健医療サービスま

たは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

（２） サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「（介護予防）訪問看護計画

書」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護（介護予防）支援事業者に送付します。 

（３） サービスの内容が変更された場合またはサービス提供が終了した場合は、その内容を記した

書面または其の写しを速やかに居宅介護（介護予防）支援事業者に送付します。 

 

１４ 衛生管理等 

（１）従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）指定訪問看護事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるとともに

必要に応じて近江草津徳洲会病院感染対策管理室の助言、指導を求めます。 

・感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね3月に1回以上開催し、

その結果について従業員に周知徹底を図ります。 

・感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

   ・従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

 

 

 



１５ サービス提供に関する相談又は苦情について 

（１）提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓

口を設置します。 

１．要望箱の設置（訪問看護ステ－ション入口前にあり） 

２．電話による連絡先 担当者：林 美保（管理者 看護師） 

    （受付時間：月曜日～金曜日の 9 時から 1７時、電話：077-516-2763  FAX：077-562-5409） 

３．当事業所以外に、保険者である市町村、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会の苦情処

理窓口に苦情を伝えることができます。 

 

◇草津市役所 健康福祉部 介護保険課 介護保険係  草津市草津３丁目１３番３０号                                   

TEL０７７－５６１－２３６９(直通)   FAX０７７－５６１－２４８０ 

  ◇大津市役所 健康福祉部 介護保険課  大津市御陵町３－１ 

         TEL０７７－５２８－２７５３（直通） FAX０７７－５２６－８３８２  

  ◇栗東市役所 長寿福祉課 介護保険係  栗東市安養寺一丁目１３番３３号       

TEL０７７－５５１－０２８１（直通） FAX０７７－５５１―０５４８ 

◇ 滋賀県国民健康保険団体連合会 介護保険課  大津市中央４丁目５番９号 

TEL０７７－５２２－００６５(直通)  FAX０７７－５１０－６６０６ 

 
（２）相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順 
 

１．管理者は、利用者から相談及び苦情が発生した場合には、具体的な事情を利用者から聴取
します。 

２．管理者は、当該訪問看護員等から事情聴取し利用者からの苦情との整合性を確認し、 

事実関係を明確にします。 

３．管理者は、事実関係を確認した後、当該訪問看護員に対する教育指導や利用者へ謝罪や説

明等の具体的な処理を実行します。 

４．苦情の再発防止対策のため、処理の終了した苦情について、苦情処理台帳に内容を記載し、

改善がなされたのか検証を行うとともに、訪問看護員の事例検討会等に有効利用します。 

 

１６ 業務継続計画の策定について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施す

るため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２） 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施し、また定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

 

 

 



１７ ハラスメントについて 

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従

業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

１８ 駐車スペースについて 

訪問は主に車で行っております。駐車スペースの確保にご協力お願い致します。 

 
１９ その他 

 当事業所では利用者へのサービス内容 運営状況が適切に行われているかどうかを評価するため 

 第三者「公益社団法人かながわ福祉サービス振興会」による評価受審を実施しました（実施日  

令和 3 年 10 月 1 日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



訪問看護サービスについて 
 

 

 私は、当事業所の重要事項を説明しました。 

 

説明日 令和    年    月    日 

事業所法人名 医療法人  徳洲会 

事業所住所 滋賀県草津市東矢倉３丁目３４番５２号 

事業所名 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会訪問看護ステーション 

説明者氏名                      

 

 

 

私は、貴事業所の重要事項の説明を受け同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

 

記入日 令和     年     月     日 

ご本人                         

生年月日 明治・大正・昭和・平成   年   月   日 

ご本人住所  

署名代理人名             続柄（      ） 

署名代理人住所  

 

 

 


